
～今日も無事でいてほしい～
みんなでつくろう 安全・安心なまち

セーフコミュニティ十和田

アプリで「広報とわだ」を読みませんか
利用方法
　QRコードを読み込み、
アプリ「マチイロ」をイ
ンストールする。

人口と世帯
令和５年４月末

現在

区分 人・世帯数 前月比 前年比
人口 58,564人 ９人 －647人
男 28,043人 －３人 －345人
女 30,521人 12人 －302人
世帯 28,101世帯 110世帯 ＋93世帯
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　５月８日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、季節性インフルエンザなどと同じ５
類感染症に変更されたことに伴い、感染対策などの取り扱いが次のとおり変更となりました。

陽性者と
接触あり

（感染疑いがある）

かかりつけ医や外来対応医療機関を受診

重症化リスクがなく
症状が軽い

または受診を希望しない
自宅療養

■ 安静にし、十分
な水分補給をし
ましょう。

 ■ 常備薬を服用す
るなどして療養
しましょう。

自身の体調に応じて、受診の必要性を感じた場合は
かかりつけ医や外来対応医療機関を受診

チェックスタート

※ 対象の医療機関については、県ホームページをご覧いただくか、青森県新型コロナウイルス感染症総合電話
相談（☎0570-065-965）へお問い合わせください。

 個人の選択を尊
重し、個人や事
業所が自主的に
判断

個人で薬局など
から検査キット
を購入して検査

外来対応医療機
関※などを受診

定点把握により、
週１回県が公表

発症後５日目ま
で療養、かつ軽
快後は24時間療
養

日常生活における感染予防日常生活における感染予防

陽性

陰性

※65歳以上の高齢者、基礎疾患（心臓・腎臓・呼吸器機能などの病気）のある人、妊婦

問健康増進課☎51-6790

新型コロナウイルス感染症の取り扱いが変わりました新型コロナウイルス感染症の取り扱いが変わりました

☎0570-065-965☎0570-065-965
（24時間対応）（24時間対応）

▶ 新型コロナウイルス感染症についての一般的な
相談

▶外来対応医療機関などの案内
▶罹

りかん

患後症状（後遺症）の受診先相談
▶ワクチン接種後の副反応の受診先相談

新型コロナウイルス感染症についての相談は、

青森県新型コロナウイルス青森県新型コロナウイルス
感染症総合電話相談感染症総合電話相談をご利用ください。

発熱などの症状がある場合の対応発熱などの症状がある場合の対応

自己検査

重症化リスク※がある
または症状が重い

陽性者と
接触なし


